
『被災宅地危険度判定士養成講習会』の案内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主     催   滋 賀 県 

 

開催日時・場所   令和 7 年 11 月 18 日（火）   1４:０0～17:00 

     会場   滋賀県庁 新館７階大会議室（大津市京町４-１-１） 

 

受  講  資  格   住所地か勤務先が滋賀県内の方 

一級建築士の資格を有する方、もしくは、二級建築士として４年以上 

の実務の経験を有する方 

（その他の資格による場合については裏面に掲載しています。） 

 

講 習 会 費 用   無 料 

          （受講時に「登録申請用写真」を持参していただく必要があります。） 

 

※講習会を修了していただいた方は、大規模な宅地災害発生時に危険度判定活動に協力して

いただく「被災宅地危険度判定士」として認定登録いたします（有効５年）。 

※下記のホームページよりダウンロードしていただいた「受講申込書」に必要事項を記入の

上、滋賀県土木交通部住宅課まで申込みをお願いします。 

（メールもしくはＦＡＸにてお願いします。） 

※申込み手続が完了次第、登録申請書等の書類を送付しますので、必要事項を記入の上、講

習会当日に持参ください。 

※申込み期限 令和 7 年 8 月 20 日（水）までにお願いします。 

 

●滋賀県ＨＰの「被災宅地危険度判定士」のページ 

滋賀県 HP トップ＞県民の方＞県土整備＞まちづくり＞お知らせ＞被災宅地険度判定 

URL：https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kendoseibi/machizukuri/337744.html 

●お問い合わせ先  

滋賀県土木交通部住宅課宅地盛土係 担当 大森・村上・田中 

            TEL 077-528-4237 ・ FAX 077-528-4911 

メール ｔａｋｕｃｈｉ＠ｐｒｅｆ.ｓｈｉｇａ.ｌｇ.ｊｐ 

 

 

 滋賀県では、地震・降雨等により宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合に、被害状況を調査

判定して現地にその危険度を表示すること等によって、二次災害を防止し住民の皆様の安全を図

ることを目的とした「被災宅地危険度判定制度」を、「被災建築物応急危険度判定制度」と同様

に体制整備をすすめています。 

 滋賀県内に居住又は勤務される建築・土木技術に関する一定の知識・経験のある方を対象に、

被災宅地の危険度判定に関する制度・技能について理解いただくことを目的として、「被災宅地

危険度判定士養成講習会」を開催します。 

講習会への参加及び「被災宅地危険度判定士」の登録につきまして、皆様のご協力をお願いし

ます。 



判定士資格要件一覧表 

※「必要添付書類」については、講習会当日に行う登録受付時に必要となります。（受講申込みには添付不要です。） 
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ア 大学院等在学経験者：盛土令第22条第５号（宅造告示第１号）､都計法告示38第１号該当 

大学(短大を除く｡)の大学院若しくは専攻科又は旧大学の大学院若しくは研究科に一年以上在学して土木又は建築に関する事項を

専攻した後､土木,建築又は宅地開発に関する技術に関して一年以上の実務の経験を有する者及び都市計画又は造園に関する事項を専

攻した後､宅地開発に関する技術に関して､一年以上の実務経験を有する者 
必要添付書類 ①在学期間を証明する書類(必要な場合において履修科目証明書を追加) ②実務経験証明書(様式第３号) 

イ 大学卒業者：盛土令第22条第１号､都計規則第19条第１号イ該当 

大学(短大を除く｡)又は旧大学で､正規の土木又は建築に関する課程を修めて卒業した後､土木､建築又は宅地開発に関する技術に関

して二年以上の実務経験を有する者及び都市計画又は造園に関する課程を修めて卒業した後宅地開発に関する技術に関して二年以上

の実務の経験を有する者 
必要添付書類 ①卒業証明書(必要な場合において履修科目証明書を追加) ②実務経験証明書(様式第３号) 

ウ ３年課程の短期大学卒業者：盛土令第22条第２号､都計規則第19条第１号ロ該当 

短大で正規の土木又は建築の修業年限三年以上の課程(夜間を除く)を修めて卒業した後､土木,建築又は宅地開発の技術に関して三

年以上の実務の経験を有する者及び都市計画又は造園の修業年限三年以上の課程(夜間を除く)を修めて卒業した後､宅地開発に関す

る技術に関して三年以上の実務の経験を有する者 
必要添付書類 ①卒業証明書(必要な場合において履修科目証明書を追加) ②実務経験証明書(様式第３号) 

エ 短期大学､高等専門学校卒業者：盛土令第22条第３号､都計規則第19条第１号ハ該当 

前項以外の短大､高等専門学校､旧専門学校で正規の土木又は建築に関する課程を修めて卒業した後､土木,建築又は宅地開発の技術

に関し四年以上の実務の経験を有する者及び都市計画又は造園に関する課程を修めて卒業した後､宅地開発に関する技術に関して四

年以上の実務の経験を有する者 
必要添付書類 ①卒業証明書(必要な場合において履修科目証明書を追加) ②実務経験証明書(様式第３号) 

オ 高等学校卒業者：盛土令第22条第４号､都計規則第19条第１号ニ該当 

高等学校又は旧中等学校において正規の土木又は建築に関する課程を修めて卒業した後土木,建築又は宅地開発の技術に関して七年

以上の実務経験を有する者及び都市計画又は造園に関する課程を修めて卒業した後､宅地開発に関する技術に関して七年以上の実務

の経験を有する者 
必要添付書類 ①卒業証明書(必要な場合において履修科目証明書を追加) ②実務経験証明書(様式第３号) 

カ 認定講習会修了者：盛土令第22条第５号（宅造告示第２号）､都計規則第19条第１号ト該当 

土木又は建築の技術に関して十年以上の実務の経験を有する者及び宅地開発に関する技術に関して七年以上の実務の経験を含む十

年以上の都市計画､造園に関する実務の経験を有する者で認定講習を修了した者 

必要添付書類 ①認定講習会修了証の写し ②実務経験証明書(様式第３号) 

キ 技術士：盛土令第22条第５号（宅造告示第２号）､都計規則第19条第１号ホ(都計告示39)該当 

技術士士法における第二次試験において技術部門を建設部門とするものに合格した者及び技術部門を水道部門又は衛生工学部門と

するものに合格し､合格の後宅地開発に関する技術に関し二年以上の実務経験を有する者 

必要添付書類 ①技術士登録証の写し又は技術士第二次試験合格証明書 
②実務経験証明書(様式第３号技術部門を建設部門とする場合は､不要) 

ク 一級建築士：盛土令第22条第５号（宅造告示第３号）該当 

一級建築士の資格を有する者 
必要添付書類 ①一級建築士登録証の写し 

第
２
号 

ケ 国又は地方公共団体の職員及びこれらの職員であった者 

土木､建築又は宅地開発の技術に関し三年以上の実務の経験を有する者 
必要添付書類 ①実務経験証明書(様式第３号) 

第
３
号 

コ 国又は地方公共団体の職員及びこれらの職員であった者 

土木､建築又は宅地開発に関し10年以上の実務の経験を有する者で、知事が特に認めた者 
必要添付書類 ①実務経験証明書(様式第３号) 

第

４

号 

サ 二級建築士 

建築士法による二級建築士として四年以上の実務の経験を有する者 

必要添付書類 ①二級建築士登録証の写し ②実務経験証明書(様式第３号) 

シ 土木･建築･造園に関する一級施工管理士 

建設業法による土木･建築･造園に関する一級施工管理士の資格を有する者 

必要添付書類 ①一級施工管理士免許証の写し 

ス 土木･建築･造園に関する二級施工管理士 

建設業法による土木･建築･造園に関する二級施工管理士として五年以上の実務の経験を有する者 

必要添付書類 ①二級施工管理士免許証の写し ②実務経験証明書(様式第３号) 

注) )この面で｢盛土令｣とあるのは､｢宅地造成及び特定盛土等規制法施行令｣を､｢宅造告示｣とあるのは､｢昭和37年３月29日付建設省告示第1005号｣を､

｢都計規則｣とあるのは､｢都市計画法施行規則｣を､｢都計告示38｣とあるのは､｢昭和45年１月 12日付建設省告示第38号｣を､｢都計告示39｣とあるのは､｢昭

和45年１月12日付建設省告示第39号｣を表す。 


